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(57)【要約】
【課題】意外性を演出して出席者に新鮮な驚きを感じさ
せることのできる席札を提供する。
【解決手段】結婚披露宴等において各出席者の着席位置
を示すための席札を、外周面に出席者名が記される出席
者名表示部１４１を備えた外筒１１０と、前記外筒１１
０に内嵌され、該外筒１１０に対して軸方向に相対移動
可能な内筒１２０と、前記内筒１２０の内部に吊り下げ
された贈呈品とで構成し、前記内筒１２０にその周面を
所定形状に切り欠いて形成された窓部を設け、内筒１２
０と外筒１１０を相対移動させて前記窓部を外部に露呈
させることで贈呈品が外部から視認可能となるように構
成する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　a)外周面に出席者名が記される表示部を備えた外筒と、
　b)前記外筒に内嵌され、該外筒に対して軸方向に相対移動可能な内筒と、
　c)前記内筒の内部に吊り下げされた贈呈品と、
　を有し、
　前記内筒がその周面を所定形状に切り欠いて形成された窓部を備えており、内筒と外筒
を相対移動させて前記窓部を外部に露呈させることで贈呈品が外部から視認可能となるよ
うに構成されていることを特徴とする席札。
【請求項２】
　前記内筒が所定サイズの写真を収容可能な形状及び大きさに形成されると共に、該内筒
の内部に写真の周縁を支持するツメが設けられていることを特徴とする請求項１に記載の
席札。
【請求項３】
　前記外筒の外周面若しくは内周面、又は内筒の外周面若しくは内周面に、新郎新婦のプ
ロフィール、新郎新婦からのメッセージ、献立表、及び配席表の少なくともいずれか一つ
が記される表示部を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の席札。
【請求項４】
　a)外側に出席者名が記される表示部を備えた箱形の席札本体と、
　b)前記席札本体の内部に吊り下げられた贈呈品と、
　を有し、
　前記席札本体が開閉可能な蓋又は扉を備えており、該蓋又は扉を開くことで前記贈呈品
が外部から視認可能となるように構成されていることを特徴とする席札。
【請求項５】
　前記席札本体の外側に所定サイズの写真の周縁が差し込まれる切り込みを有することを
特徴とする請求項４に記載の席札。
【請求項６】
　前記席札本体の外側又は内側に、新郎新婦のプロフィール、新郎新婦からのメッセージ
、献立表、及び配席表の少なくともいずれか一つが記される表示部を有することを特徴と
する請求項４又は５に記載の席札。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、結婚披露宴やその他の宴会の会場において各出席者の着席位置を示すための
席札に関する。
【背景技術】
【０００２】
　結婚披露宴等の宴会では、一般に広い会場内に多数の席が設けられるため、各出席者が
自分の席を見つけやすいよう、テーブルの各席に出席者の名前を書いた厚紙等から成る席
札が添えられることが多い（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】登録実用新案第3000409号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の席札は、単に出席者の着席位置を示す目印の役割を果たすものに
過ぎず、種々の装飾を施すなどの趣向を凝らしたものもあるものの、いずれも一見してそ
の全容が把握できるものであって、見た者に新鮮な驚きを与え得るものではなかった。
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【０００５】
　本考案は上記の点に鑑みて成されたものであり、その目的とするところは、意外性を演
出して出席者に新鮮な驚きを感じさせることのできる席札を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために成された本考案の第一の態様に係る席札は、
　a)外周面に出席者名が記される表示部を備えた外筒と、
　b)前記外筒に内嵌され、該外筒に対して軸方向に相対移動可能な内筒と、
　c)前記内筒の内部に吊り下げされた贈呈品と、
　を有し、前記内筒がその周面を所定形状に切り欠いて形成された窓部を備えており、内
筒と外筒を相対移動させて前記窓部を外部に露呈させることで贈呈品が外部から視認可能
となるように構成されていることを特徴としている。
【０００７】
　上記本考案の第一の態様に係る席札は、内筒の内部にマスコットやアクセサリ等の贈呈
品を吊り下げ、これを外筒に内嵌した上で外筒の出席者名が記された面を正面（出席者が
着席する側）に向けてテーブルの各席に配置される。このような状態では、内筒に設けら
れた窓部が外筒によって覆われるために内筒内の贈呈品を正面から視認することはできな
い。その後、各自の席に着いた出席者が席札を手に取って内筒と外筒を相対移動させると
前記窓部を介して贈呈品が外部に露呈し、そこで初めて該贈呈品が出席者に視認されるこ
ととなる。そのため、出席者に新鮮な驚きを与えることができ、所謂サプライズ効果を醸
すことができる。
【０００８】
　なお、前記外筒及び内筒の形状は特に限定されるものではなく、例えば、軸に平行な周
面が全て平面で構成された角筒状の形状を有するものであってもよく、周面の一部又は全
部が曲面で構成されたものであってもよい。更に、周面の一部を底部としてテーブルに載
置されるものであってもよく、端面を底部としてテーブルに載置されるものであってもよ
い。また、前記表示部には、出席者名を直接印刷するほか、出席者名を印刷したシート等
を貼付してもよく、あるいは出席者名を手書きしてもよい。
【０００９】
　また、上記本考案の第一の態様に係る席札は、前記内筒が所定サイズの写真を収容可能
な形状及び大きさに形成されると共に、該内筒の内部に写真の周縁を支持するツメが設け
られたものとすることが望ましい。これにより、披露宴終了後に内筒を写真立てとして使
用することが可能となる。なお、内筒に収容された写真は前記窓部を介して外部から視認
することができる。
【００１０】
　更に、上記本考案の第一の態様に係る席札は、前記外筒の外周面若しくは内周面、又は
内筒の外周面若しくは内周面に、新郎新婦のプロフィール、新郎新婦からのメッセージ、
献立表、及び配席表の少なくともいずれか一つが記される表示部を備えたものとすること
が望ましい。
【００１１】
　また、上記課題を解決するために成された本考案の第二の態様に係る席札は、
　a)外側に出席者名が記される表示部を備えた箱形の席札本体と、
　b)前記席札本体の内部に吊り下げられた贈呈品と、
　を有し、前記席札本体が開閉可能な蓋又は扉を備えており、該蓋又は扉を開くことで前
記贈呈品が外部から視認可能となるように構成されていることを特徴としている。
【００１２】
　上記本考案の第二の態様に係る席札は、前記蓋又は扉を閉じた状態でテーブルの各席に
配置される。この状態では、外部から贈呈品を視認することはできない。その後、各自の
席に着席した出席者が前記蓋又は扉を開けることによって初めて贈呈品が出席者に視認さ
れることとなり、出席者に新鮮な驚きを感じさせることができる。
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【００１３】
　なお、前記席札本体の形状は特に限定されるものではなく、立方体や直方体状の箱とす
るほか、円柱状や楕円柱状、断面卵形やハート型の柱状など種々の形状とすることができ
る。また、本態様においても、前記表示欄には、出席者名を直接印刷してもよく、出席者
名を印刷したシート等を貼付したり、出席者名を手書きしたりしてもよい。
【００１４】
　また更に、上記本考案の第二の態様に係る席札は、前記席札本体の外側に所定サイズの
写真の周縁を差し込むことのできる切り込みを設けることが望ましい。これにより、披露
宴終了後に席札本体を写真立てとして使用することが可能となる。
【００１５】
　また、上記本考案の第二の態様に係る席札は、前記席札本体の外側又は内側に、新郎新
婦のプロフィール、新郎新婦からのメッセージ、献立表、及び配席表の少なくともいずれ
か一つが記される表示部を備えたものとすることが望ましい。
【考案の効果】
【００１６】
　以上で説明したように、本考案に係る席札によれば、単に出席者の着席位置を表示する
だけでなく、意外性を演出して出席者に新鮮な驚きを感じさせることが可能となる。
【００１７】
　また、従来披露宴会場等においては、席札とは別に配席表や献立表等が各出席者の席に
置かれており、これらがテーブル上で多くの場所を占めていたが、上記のように、配席表
や献立表等を記載する欄を席札に設けることにより、これらを省スペースに配置できるよ
うになる。
【００１８】
　また、上記のように席札を写真立てとしても使用できる構成とすれば、出席者が各自持
ち帰った席札に披露宴で撮影した写真等を飾って楽しむことができ、披露宴終了後も席札
を有効に利用できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本考案の第一の実施例に係る席札の全体構成を示す斜視図。
【図２】同実施例に係る席札の内筒を示す斜視図。
【図３】同実施例に係る席札の展開図であって、(a)が外筒を示し、(b)が内筒を示す。
【図４】同実施例に係る席札を右側斜め上方から見た図であり、(a)が外筒を、(b)が内筒
を示す。
【図５】同実施例に係る席札を写真立てとして使用する方法を説明する図。
【図６】本考案の第二の実施例に係る席札の全体構成を示す斜視図。
【図７】同実施例に係る席札の外筒を開いた状態を示す斜視図。
【図８】同実施例に係る席札の内筒を示す斜視図。
【図９】本考案の第三の実施例に係る席札の全体構成を示す斜視図。
【図１０】同実施例に係る席札の蓋を開いた状態を示す斜視図。
【図１１】本考案の第四の実施例に係る席札の全体構成を示す斜視図。
【考案を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本考案を実施するための形態について実施例を用いて説明する。
【実施例１】
【００２１】
　本考案に係る席札の第一の実施例について図１～５を参照しつつ説明する。本実施例に
係る席札は、主に外筒１１０と該外筒１１０に内嵌される内筒１２０で構成される。図１
は、内筒１２０を外筒１１０に挿入した状態を示す斜視図であり、図２は内筒１２０の斜
視図である。また、図３は内筒１２０及び外筒１１０の展開図であり、図４は外筒１１０
及び内筒１２０の側面図である。
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【００２２】
　外筒１１０及び内筒１２０は、いずれも断面三角の角筒形状を有し、図３のように切り
取られた厚紙等から成るシート状基材を折り曲げて形成される。なお、ここでは、外筒１
１０及び内筒１２０は共に両端面が開放されたものとしているが、外筒１１０は少なくと
も一端が開放されていればよく、内筒１２０は一端又は両端が閉鎖されたものであっても
よい。
【００２３】
　外筒１１０を構成するシート状基材は、それぞれ折り線１１５、１１６、１１７を介し
てこの順に連接された第一水平片１１１、第一傾斜片１１２、第二傾斜片１１３、第二水
平片１１４を備えており、折り線１１５、１１６、１１７を山折りし、第二水平片１１４
の端縁から延出する係止片１１８を第一水平片１１１の中央部に設けられたスリット１１
９に差し入れることによって外筒１１０が組み立てられる。
【００２４】
　同様に、内筒１２０を構成するシート状基材は、それぞれ折り線１２５、１２６、１２
７を介してこの順に連接された第一水平片１２１、第一傾斜片１２２、第二傾斜片１２３
、第二水平片１２４を備えており、折り線１２５、１２６、１２７を山折りし、第二水平
片１２４の端縁から延出する係止片１２８を第一水平片１２１の中央部に設けられたスリ
ット１２９に差し入れることによって内筒１２０が組み立てられる。
【００２５】
　なお、前記折り線１１５～１１７、１２５～１２７は、各シート状基材に印刷、プレス
加工、又はミシン目加工を施すことによって形成されている。
【００２６】
　以下、外筒１１０及び内筒１２０を組み立て、第一水平片１１１、１２１及び第二水平
片１１４、１２４で構成される部分を底部として起立させた状態において、第一傾斜片１
１２、１２２側を前方、第二傾斜片１１３、１２３側を後方とし、前方から見て向かって
右を右方、向かって左を左方として前後、上下、左右を定義する。また、上下方向の寸法
を高さ、左右方向の寸法を幅、前後方向の寸法を奥行きと呼ぶ。
【００２７】
　外筒１１０と内筒１２０は、軸に直交する断面の形状が互いに相似になるように形成さ
れており、内筒１２０は、その外周面が外筒１１０の内周面に摺接する状態で容易にスラ
イドさせることができるよう、高さ及び奥行きが外筒１１０よりもやや小さくなっている
。また、内筒１２０を外筒１１０に挿入したときに内筒１２０の端部が外筒１１０から突
出するように、内筒１２０の幅は外筒１１０の幅よりもやや大きくなっている。これによ
り、内筒１２０の端部をつまみやすくなり、内筒１２０を外筒１１０から容易に引き出せ
るようになる。
【００２８】
　外筒１１０の第一傾斜片１１２の外側面には、バリアブル印刷（可変印刷）により出席
者名１４１が印刷される。バリアブル印刷とは、文章や画像等の印刷物の一部を差し替え
ながら印刷することをいい、ここでは、特に画像中の一部の領域を差し替えて印刷する所
謂イメージバリアブル印刷を用いることが望ましい。これによれば、実写画像中に出席者
の名前を挿入した写真を印刷することができるため、それを見た出席者にあたかも自分の
ために特別に撮影されたものであるかのような印象を与えることができ、サプライズ効果
が期待できる。なお、出席者名１４１は、フルネームを記載してもよく、姓のみ又は名の
みを記載してもよい。
【００２９】
　また、外筒１１０の第二傾斜片１１３の外側面には新郎新婦のプロフィール１４２が印
刷される。該プロフィールには例えば、新郎新婦の顔写真、氏名、生年月日、出身地、趣
味、特技、経歴等が含まれる。また更に、外筒１１０の第一傾斜片１１２の内側面と第二
傾斜片１１３の内側面には、会場内の席の配置と各席毎の出席者名を記載した配席表１４
３が印刷される。
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【００３０】
　内筒１２０の第一傾斜片１２２には、その中央部を切り欠くことによって楕円形の窓部
１３１が設けられる。なお、窓部１３１の形状は楕円形に限らず、長方形などの他の形で
あってもよい。内筒１２０の第二傾斜片１２３には、外側面に披露宴で供される食事の内
容や順番を記載したメニュー表（献立表）１４４が印刷され、内側面の窓部１３１を介し
て外部から視認できる位置に新郎新婦からのメッセージ１４５が印刷される。
【００３１】
　また、内筒１２０には、第一傾斜片１２２と第二傾斜片１２３の間の折り線１２６の中
央部に、該折り線１２６と交差するように一対の平行な切り込み線１３２ａ、１３２ｂが
設けられており、該切り込み線１３２ａ、１３２ｂで挟まれる領域では前記折り線１２６
が谷折りされる。これにより、該切り込み線１３２ａ、１３２ｂで挟まれる領域が内筒１
２０内に突出し、断面Ｖ字上の吊り下げ部１３３を構成する。該吊り下げ部１３３には、
新郎新婦から各出席者への贈呈品（ミニギフト）１５０が吊り下げられる。贈呈品１５０
は例えば、マスコットやアクセサリ等であり、該マスコットやアクセサリに取り付けられ
たチェーン、吊りひも、開閉可能な環状の連結具、又はフックなどを前記吊り下げ部１３
３に通すことにより、該贈呈品１５０を内筒１２０の内部に吊り下げることができる。
【００３２】
　なお、前記贈呈品１５０は、各出席者を模したマスコット人形とすることが望ましく、
例えば、特開2004-261620号公報に記載されたものを用いることができる。これは、顔写
真から作成したシートを立体的に形成したマスコット人形の顔面部分に貼り付けることで
製造されるものであり、これにより出席者毎に各自の顔を立体的に表した人形を供するこ
とができる。この場合、例えば披露宴の招待状に二次元コード等によって専用サイトのア
ドレスを記載しておき、招待状を受け取った出席者に前記専用サイトから各自の顔写真デ
ータを添付したメールを送信して貰うことで、予め各出席者の顔写真データを収集する。
【００３３】
　また、内筒１２０は、所定のサイズ（例えばサービス判）の写真を収容できる形状及び
大きさに構成されており、披露宴終了後に、図５に示すように内筒１２０の一端から写真
１６０を第一傾斜片１２２の内側に沿わせるようにして挿入することにより、写真立てと
して使用できるようになっている。なお、内筒１２０の第一水平片１２１には折り線１２
５に沿って２つの略円弧状の切り込みが設けられており、該切り込みによって形成される
ツメ１３４を図４（ｂ）に示すように立ち上げると、内筒１２０に収容した写真１６０の
底辺が該ツメ１３４に当接するため、内筒１２０内での写真１６０のずれを防止すること
ができる。
【００３４】
　本実施例に係る席札を使用する際は、内筒１２０内に贈呈品１５０を吊り下げ、該内筒
１２０を外筒１１０に収容した状態でテーブルの各席に配置しておく。会場に入場した各
出席者は、外筒１１０に記載された出席者名１４１を手掛かりに自分の座席を探して着席
する。内筒１２０を外筒１１０に収容した状態では、窓部１３１が外筒１１０で覆われる
ために贈呈品１５０を席札の正面から視認することはできない。その後、出席者が席札を
手に取り、内筒１２０をスライドさせて外筒１１０から引き出した段階で初めて贈呈品１
５０が現れることとなる。そのため、出席者に新鮮な驚きを与え、所謂サプライズ効果を
醸すことができる。また、このとき贈呈品１５０を上述のような各出席者を模したマスコ
ット人形としておけば、出席者にとっては席札の中から自分の顔をしたマスコットが現れ
ることとなり、一層のサプライズ効果が期待できる。
【００３５】
　更に、外筒１１０や内筒１２０を前後に反転させると新郎新婦のプロフィール１４２や
メニュー表１４４が現れ、更に外筒１１０を開けば配席表１４３が現れるため、これらに
よっても出席者に意外性を感じさせることができる。また、このように新郎新婦のプロフ
ィール１４２、配席表１４３、メニュー表１４４、新郎新婦からのメッセージ１４５、及
び贈呈品１５０を席札と一体にしたことにより、これらをテーブル上にコンパクトに配置
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することが可能となる。なお、外筒や内筒は係止片１１８、１２８をスリット１１９、１
２９に差し入れることで固定されており、糊付け等はなされていないため、容易に開くこ
とができる。
【００３６】
　また、本実施例に係る席札は、披露宴終了後は持ち帰って写真立てとして使用すること
ができるため、披露宴で撮った写真を飾るなどして楽しむことができる。
【実施例２】
【００３７】
　続いて、本考案に係る席札の第二の実施例について図６～８を参照しつつ説明する。図
６、７は、本実施例に係る席札の斜視図であり、図８は内筒の斜視図である。
【００３８】
　本実施例に係る席札は、実施例１のものと同様に外筒と該外筒に内嵌される内筒を備え
ており、該外筒及び内筒は、厚紙等のシート状基材を断面三角形の筒状に折り曲げて形成
される。但し、本実施例では、外筒がその中央で左右に二分割されており、左側の外筒２
１０ａと右側の外筒２１０ｂは内筒２２０に対してそれぞれ独立に動かすことができるよ
うになっている。一方、内筒２２０は、窓部２３１の形状が矩形である点と装飾用のリボ
ン２７１が取り付けられている点以外は実施例１のものとほぼ同様である。なお、ここで
は、外筒２１０ａ、２１０ｂ及び内筒２２０は共に両端面が開放されたものとしているが
、左側の外筒２１０ａの左側端面と右側の外筒２１０ｂの右側端面は閉鎖されていてもよ
い。また、内筒２２０は一端又は両端が閉鎖されたものであってもよい。
【００３９】
　左側の外筒２１０ａの第一傾斜片２１２ａの左端部と、右側の外筒２１０ｂの第一傾斜
片２１２ｂの右端部は、それぞれ弧状に膨出しており、該膨出部分にはそれぞれ図６、７
に示すように、矢印２７２ａ、２７２ｂが印刷されている。出席者がこの膨出部分をつま
み、矢印２７２ａ、２７２ｂに従って外筒２１０ａ、２１０ｂを左右にスライドさせるこ
とにより、内筒２２０の内部に吊り下げられたマスコット等の贈呈品２５０を見ることが
できる。
【００４０】
　なお、外筒２１０ａ、２１０ｂの第一傾斜片２１２ａ、２１２ｂの外側には、出席者名
２４１が印刷されるほか、ラインストーン２７３や打ち抜き２７４、金銀のプリント２７
５などによって種々の装飾が施される。また、実施例１と同様に、外筒２１０ａ、２１０
ｂの第二傾斜片の外側には新郎新婦のプロフィールが、第一傾斜片と第二傾斜片の内側に
は配席表が印刷され、内筒２２０の第二傾斜片の外側面にはメニュー表が、内側面には新
郎新婦からのメッセージ２４５が印刷される。
【実施例３】
【００４１】
　次に、本考案に係る席札の第三の実施例について図９、１０を参照しつつ説明する。図
９、１０は、本実施例に係る席札の斜視図である。
【００４２】
　本実施例に係る席札は、立方体の箱から成る席札本体３１０を有している。席札本体３
１０の上面は折り線３１２を軸として回動可能な蓋３１１となっており、蓋３１１の前端
部には、折り線３１３を挟んで半円状のフラップ３１４が連設されている。該フラップ３
１４はレース状の透かし抜きによって装飾が施されている。
【００４３】
　蓋３１１の内側には、マスコット等の贈呈品３５０を吊り下げるための吊り下げ部（図
示略）が設けられている。該吊り下げ部は、実施例１のような切り込み線によって形成す
ることが望ましいが、紐や金具、紙片等から成る部品を席札本体３１０の内部に取り付け
ることによって形成してもよい。
【００４４】
　席札本体３１０の上面、即ち蓋３１１の外側にはバリアブル印刷によって出席者名３４
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１が印刷され、フラップ３１４の外側には新郎新婦からのメッセージ３４５が印刷される
。更に、席札本体３１０の手前側の面の内側にはメニュー表が印刷され、右側の面の内側
には新郎新婦のプロフィールが、奥側の面の内側と左側の面の内側には配席表３４３が印
刷される。
【００４５】
　本実施例に係る席札は、内部に贈呈品３５０を吊り下げ、蓋３１１を閉じた状態でテー
ブルの各席に配置される。そして、各自の席に着いた出席者が蓋３１１を開けることによ
り、贈呈品３５０が出席者に視認される。なお、席札本体３１０の手前側の面の下部とフ
ラップ３１４には、所定サイズ（例えばサービス判）の写真の端縁を差し込むことのでき
る複数の切り込み３８１が設けられており、披露宴終了後には、席札本体３１０を写真立
てとして使用することができるようになっている。
【実施例４】
【００４６】
　次に、本考案に係る席札の第四の実施例について図１１を参照しつつ説明する。図１１
は、本実施例に係る席札の斜視図である。
【００４７】
　本実施例に係る席札は、三角柱状の箱から成る席札本体４１０を有し、該三角柱の周面
の一つを底部としてテーブルに載置されるものである。前記三角柱の残る２つの周面の一
方には、切り込み線を設けることにより、開閉可能な扉４１１ａ、４１１ｂが形成されて
いる。この扉４１１ａ、４１１ｂは、左右の扉が中央から両側へ開くように構成された所
謂観音開きの扉であり、各扉４１１ａ、４１１ｂに取り付けられたリボン４１２ａ、４１
２ｂによって扉４１１ａ、４１１ｂを互いに固定できるようになっている。また、席札本
体４１０の内側上部には、実施例３と同様にマスコット等の贈呈品４５０を吊り下げるた
めの吊り下げ部（図示略）が設けられている。
【００４８】
　席札本体４１０の内側には、扉４１１ａ、４１１ｂを開けた際に外部から視認できる位
置に新郎新婦からのメッセージ４４５が印刷されている。また、席札本体４１０外側の扉
４１１ａ、４１１ｂを有する面には、出席者名４４１が印刷されると共に、金銀の箔押し
４７１によって種々の装飾が施される。なお、席札本体４１０の残りの周面又は底面には
、新郎新婦のプロフィール、メニュー表、又は配席表を印刷することが望ましい。また、
前記残りの周面、又は扉を有する面には、実施例３と同様の切り込みを設けて写真立てと
しても使用できるようにすることが望ましい。
【００４９】
　本実施例に係る席札は、内部に贈呈品４５０を吊り下げ、扉４１１ａ、４１１ｂを閉じ
てリボン４１２ａ、４１２ｂを結んだ状態でテーブルの各席に配置される。そして、各自
の席に着いた出席者がリボン４１２ａ、４１２ｂをほどいて扉４１１ａ、４１１ｂを開け
ることにより、贈呈品４５０とメッセージ４４５が出席者に視認される。
【符号の説明】
【００５０】
１１０、２１０ａ、２１０ｂ…外筒
１１８、１２８…係止片
１１９、１２９…スリット
１２０、２２０…内筒
１３１、２３１…窓部
１３３…吊り下げ部
１３４…ツメ
１４１、２４１、３４１、４４１…出席者名
１４２…プロフィール
１４３、３４３…配席表
１４４…メニュー表
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１４５、２４５、３４５、４４５…メッセージ
１５０、２５０、３５０、４５０…贈呈品
１６０…写真
３１０、４１０…席札本体
３１１…蓋
３１２、３１３…折り線
３１４…フラップ
４１１ａ、ｂ…扉
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